
 

長崎県中小企業団体中央会の取組の概要 

  

○認定企業（長崎県中小企業団体中央会）の概要 

所 在 地  長崎市 

労働者数  ２６人（男性２０人、女性６人） 

事業内容  経済団体 

 

 ○行動計画に基づく取組内容 

（計画期間 平成２５年３月１日～平成２７年１０月３１日） 

１ 小学校就学前の子を持つ職員が、希望する場合に利用できる所定外労

働の免除制度を導入する。 

 

 

企業からの一言 

○行動計画策定に当たって工夫した点 

職員に対し行動計画の意義・理解を求め、制度を利用しやすい職場環境づくり

に努めるよう周知しました。 

 

 ○行動計画策定・実施の効果 

  行動計画期間中、女性職員１人及び男性職員１人がそれぞれ育児休業を取得し

ました。 

 

○育児休業を取得した男性従業員の声 

  平成２７年７月２１日（火）に育児休業を１日取得しました。前日が祝日であ

ったため土曜日から４連休となりました。その間、妻の家事や間もなく１歳にな

る娘の育児を一部分担するなど家族サービスに努め、これまで見過ごしていた家

族との絆の大切さを実感した有意義な休暇となりました。 

  

 ○育児休業を取得した男性従業員の上司の声 

  これまで育児休業取得者がいない事業所であったため、女性職員の育児休業取

得と併せて男性職員の育児休業取得者が現れたことは非常に嬉しく思います。 

  今後はこれをきっかけに、育児休業を取得する男性職員が増えてくることを願

っています。 

  さらに今回、全国の中小企業団体中央会のくるみん認定第１号となりました。 

  現在、厚生労働省から「次世代育成支援対策推進センター」としての指定を受

けており、これからも事業実施団体としてワーク・ライフ・バランスの推進を努

めて参りたいと思います。 

 

 


